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試験の試験期日，試験場等を告示する件

５６９ 瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づ 環境管理課

く特定施設の設置の許可の申請があった件

５７０ 特定調達契約について随意契約の相手方を 文化・未来創造課

決定した件

５７１ 指定居宅サービス事業の廃止について届出 長寿いきがい課

があった件

５７２ 道路の区域を変更する件 道路整備課



徳
島
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
度
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官

候
補
生
の
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
試
験
期
日
、
試
験
場
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

募
集
期
限
、
試
験
期
日
及
び
試
験
種
目

男
子
及
び
女
子
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生

試
験
回

募

集

期

限

試

験

期

日

試

験

種

目

令
和
四
年
九
月
二
十
二
日

令
和
四
年
十
月
二
日
（
日
曜
日
）

筆
記
試
験
、
口
述
試
験
、

第
三
回

（
木
曜
日
）
ま
で

同

三
日
（
月
曜
日
）

適
性
検
査
、
身
体
検
査
及

同

四
日
（
火
曜
日
）

び
経
歴
評
定

備
考１

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
に
つ
い
て
は
、
試
験
期
日
前
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
り
受
験
す
る
も
の
と
す
る
。

２

筆
記
試
験
は
、
国
語
（
作
文
を
含
む
。
）
、
数
学
、
地
理
歴
史
及
び
公
民
に
つ
き
、
学
校
教

育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
に
つ
い
て

試
験
す
る
も
の
と
す
る
。

二

試
験
場

男
子
及
び
女
子
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生

試
験
回

名

称

位

置

第
三
回

海
上
自
衛
隊
徳
島
航
空
基
地

板
野
郡
松
茂
町
住
吉
字
住
吉
開
拓
三
八

三

応
募
資
格

日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
予
定
月
の
初
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
者
で
、
学
校
教
育

法
に
定
め
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
以
上
の
学
力
を
有
し
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

１

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
る
ま
で
の
者

２

法
令
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

３

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他

の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

四

採
用
予
定
月

令
和
四
年
十
一
月
又
は
令
和
五
年
三
月
若
し
く
は
四
月

五

志
願
票
の
受
領
及
び
提
出
先

志
願
票
は
、
各
市
役
所
若
し
く
は
各
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
徳
島
地
方
協
力
本
部
若
し
く
は
そ
の
出



張
所
等
で
受
領
し
、
提
出
す
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

四
国
化
成
工
業
株
式
会
社

徳
島
工
場

住

所

板
野
郡
北
島
町
江
尻
字
内
中
須
一
番
地

代
表
者

工
場
長

溝
部
昇

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

四
国
化
成
工
業
株
式
会
社

徳
島
工
場
（
北
島
事
業
所
）

所
在
地

板
野
郡
北
島
町
江
尻
字
内
中
須
一
番
地

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
四
十
六
号
ロ
に

規
定
す
る
ろ
過
施
設

４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

令
和
四
年
九
月
十
六
日
か
ら

令
和
四
年
十
月
七
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
北
島
町
ま
ち
み
ら
い
課



徳
島
県
告
示
第
五
百
七
十
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

「
ａ
ｗ
ａ

ア
ワ
ー

ｐ
ｒ
ｏ
ｊ
ｅ
ｃ
ｔ
」
実
施
設
計
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
部
文
化
・
未
来
創
造
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
七
月
七
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

熊
谷
・
石
上
純
也
・
Ｉ
Ａ
Ｏ
竹
田
・
ア
ク
ト
環
境
・
ピ
ー
エ
ス
三
菱
・
野
村
建
設

拡
大
共
同
企
業

体
香
川
県
高
松
市
木
太
町
三
〇
二
七
番
地
一

五

契
約
金
額

六
億
千
百
九
十
九
万
九
千
三
百
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一
項
第

六
号



徳
島
県
告
示
第
五
百
七
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

合
資
会
社
ケ
ア
リ
ン

鳴
門
市
撫
養
町
弁
財
天
字
派
名

合
資
会
社
ケ
ア
リ
ン
ク

鳴
門
市
撫
養
町
弁
財
天
字
派
名

訪
問
介
護

令
和
四
年
六
月

令
和
四
年
七
月

ク

三
五
番
地

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ

三
五
番
地

三
十
日

三
十
一
日

ョ
ン
大
き
な
木



徳
島
県
告
示
第
五
百
七
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
四
年
九
月
十
六
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
南
市
新
野
町
是
国
九
七
番

三
地
先
か
ら

旧

四
・
三
〜
一
二
・
一

一
、
〇
五
〇
・
八

５

同

室
ノ
久
保
七

阿
南
相
生

３

七
番
一
一
地
先
ま
で

新
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